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開催日：令和 ５年８月１日 

会議名：令和 ５年市街地整備対策特別委員会（８月１日） 

 

○発言者等 

             市街地整備対策特別委員会 

 

１．令和５年８月１日（火）市街地整備対策特別委員会を第二委員会室で開いた 

１．出席委員次のとおり 

 委 員 長 青 木 順 子 

 副委員長 萩 原   佳 

 委  員 畑 中   剛 

 委  員 上 田 光 夫 

 委  員 稲 葉 通 宣 

 委  員 坂 口 康 博 

１．欠席委員 な  し 

１．委員外議員の出席者次のとおり 

 議  員 山 本 由 子 

１．説明のため出席した者次のとおり 

 市  長 福 岡 洋 一 

 副 市 長 河 井   豊 

 副 市 長 足 立 光 晴 

 都市整備部長 秋 元 隆 二 

 都市整備部次長兼市街地新生課長 吉 備 眞 人 

 市街地新生課参事 藤 後   学 

１．出席事務局職員次のとおり 

 事務局長 野 村 昭 文 

 事務局次長兼議事課長 大 橋 健 太 

 総務課長 阿 曽 幹 子 

 議事係長 城 口 大 範 

 議事課主査 永 原 友 矩 

１．協議事項次のとおり 

 (1) 阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について 

 (2) ＪＲ茨木駅西口駅前周辺整備について 

 (3) 中心市街地活性化に関する取組について 
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    （午後１時００分 開会） 

○青木委員長 ただいまから、市街地整備対策特別委員会を開会いたします。 

 現在の出席委員は６人でありまして、会議は成立いたしております。 

 初めに、委員外議員の発言の取扱いについて、ご協議をお願いいたします。 

 山本議員から、本日の会議において、委員外議員として協議に参加し、発言がある場合は

認められたいとの申出があります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会として、委員会規則第２３条第２項の規定に基づき、これを許可することにご異

議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○青木委員長 ご異議なしと認め、そのように取り扱うことといたします。 

 次に、委員会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。 

 

○福岡市長 皆さん、こんにちは。 

 本日は、青木委員長をはじめ、委員の皆様におかれましては、ご多用の中、本委員会を開

催いただきまして、誠にありがとうございます。 

 また、日頃からの市政の各般に対しますお力添え、ご指導に対しましても、重ねてお礼を

申し上げる次第でございます。 

 本市中心市街地におきましては、共創の中心地であります文化・子育て複合施設おにクル

が、１１月２６日のオープンを予定しておりまして、おにクルから生み出されるにぎわいを、

中心市街地全体に面として広げ、人が中心の歩いて楽しいまち、活動が景色となるまちに向

けた取組を進めているところでございます。 

 本委員会におきまして、本日は阪急茨木市駅及びＪＲ茨木両駅の駅前西口周辺整備と、中

心市街地活性化に関するこれまでの進捗状況及び今後の予定につきまして、ご説明をさせ

ていただきたく考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○青木委員長 次に、傍聴の取扱いについて、お諮りいたします。 

 定数を超える傍聴希望者があった場合、会議の運営に支障のない範囲で許可いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○青木委員長 ご異議なしと認め、そのように取り扱うことといたします。 

 これより協議に入らせていただきます。 

 「阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について」、「ＪＲ茨木駅西口駅前周辺整備について」、
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「中心市街地活性化に関する取組について」、以上３件について、説明を求めます。 

 

 

配布資料の説明 

○藤後市街地新生課参事 それでは、阪急茨木市駅西口駅前周辺整備及びＪＲ茨木駅西口

駅前周辺整備、中心市街地活性化に関する取組について、ご説明してまいりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 初めに、阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について、ご説明いたします。 

 資料１をお開きください。 

 資料上段の「１．直近の取組み・経過」につきまして、左から順にご覧ください。 

 令和５年５月１６日に、ソシオ茨木建替え推進委員会が開催され、市から敷地売却事業に

ついて提案し、従前の床価格で取得できる床面積の割合を提示いたしました。 

 次に、同月２９日に、市街地整備対策特別委員会を開催いただき、これまでの検討経過や

想定市負担額を含め、敷地売却事業の提案について、委員の皆様にご説明させていただきま

した。 

 これより、前回の特別委員会以降の進捗状況となりますが、６月１日、２日にソシオ権利

者に対する建て替え事業計画説明会が開催され、事業パートナーより自主建て替え案につ

いて説明がなされ、併せて、市の提案も紹介されたとお聞きしております。また、同月１６

日には、市からの敷地売却事業の提案について、想定買受額を含め、改めて提案させていた

だくことを記した権利者の皆様宛文書を権利者幹部に手交いたしました。 

 その後、同月２７日に、ソシオ管理組合総会が開催され、マンション建替え等円滑化法に

基づく自主建て替えについて、市からの提案と並行しながら推進する議案が承認可決され

た旨、権利者幹部から情報提供をいただきました。 

 下に移りまして、「２．今後の流れ」をご覧ください。 

 まず、６月２７日のソシオ管理組合総会において提案された決議全文を参考に記載して

おります。 

 概要を申し上げますと、６月１日、２日の建て替え事業計画説明会の内容を踏まえ、建て

替え手法を市街地再開発事業から、マンション建替え等の円滑化に関する法律による自主

建て替えとすることとし、付帯決議事項として、「①建築計画と事業手法は、阪急阪神不動

産、大林組からの提案を基本とすること。」、「②事業手法は、市から提案されたマンション

建替え等の円滑化に関する法律に基づく敷地売却事業に関しても、適宜、市と情報を共有し

ながら検討すること。」、「③事業パートナー２社を事業協力者として位置付ける協定を締結

すること。」の３点を合わせて承認を求めるものでございます。 

 右へ移りまして、市における今後の進め方ですが、承認された付帯決議に基づき、引き続

き、ソシオ権利者と協議・調整を図ってまいります。 

 まず、買受額の精度向上に取り組むため、現在、不動産鑑定評価を実施しており、９月末
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には評価額が表示される予定です。これを受けまして、権利者幹部及びソシオ茨木建替え推

進委員会に対して、本年１０月頃には精度を上げた買受額の提示を行い、協議を重ねてまい

りたいと考えております。 

 また、基本計画案の修正及び更新を、ソシオ権利者との協議・調整の進捗に合わせて進め

てまいります。修正・更新におきましては、駅前周辺整備基本計画協議会を開催し、有識者

や市民委員等からのご意見を伺いながら、駅前周辺整備における考え方を整理してまいり

ます。 

 なお、下段には参考資料といたしまして、市の提案と自主建て替え案を左右比較する形で

記載させていただいております。前回の市街地整備対策特別委員会からの変更点につきま

しては、市の提案では、下から２段目の着工までに要する期間について、最短想定として約

２年としておりましたが、市の提案が速やかに推進できることを条件として設定しており

ましたので、約２年から２年半と変更しております。 

 また、自主建て替え案では、権利者幹部から提供いただいた資料に基づき、還元率を約３

割から４割、着工までに要する期間を約３年半と引用記載させていただきました。 

 以上で阪急茨木市駅西口周辺整備についての説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、ＪＲ茨木駅西口駅前周辺整備について、ご説明いたします。 

（略） 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○青木委員長 以上で説明は終わりました。 

 本３件について、発言なさる方はございませんか。 

 

質疑応答 

○稲葉委員 それでは、よろしくお願いします。 

 私からは、阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について、質問させていただきます。 

 まず、６月１日と２日に、事業パートナーさんから、ソシオの権利者の方々に向けての説

明会が実施されたということです。この説明は、具体的にどのような内容だったのか、お示

しください。 

 また、そこには市の職員、担当課の方は入っておられたのでしょうか。 

 次に、ご説明の中で、この１日、２日の権利者説明会において、市の提案を紹介というこ

とでしたが、この紹介とは、どのようなニュアンスなのか、説明とどのように違うのか、教

えてください。５月２９日の特別委員会に示された案が、権利者の方々にちゃんと伝わって

いるのかどうかという意味での質問でございます。 

 それから、６月２７日、ソシオ管理組合総会が行われ、そこで事業手法について、マンシ

ョン建替え円滑化法に基づく自主建て替えとすることが決議されたとご説明がありました。

これは、自主建て替えでいくかどうかということではなくて、自主建て替えの場合は、マン
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ション建替え円滑化法に基づくことになるよという内容の決議という理解でよろしいでし

ょうか。 

 また、現在のところ、自主建て替えか、市提案の敷地売却事業か、また、管理組合さんの

ほうで決定されていないということで理解でよろしいでしょうか。 

 それから、この総会にも、市の職員、担当課は入っておられたのか、教えてください。 

 

○吉備市街地新生課長 ６月１日、２日の権利者説明会の内容について及び市職員の出席

についてでございます。 

 まず、市の職員は出席しておりません。説明会におきましては、主に自主建て替えの案に

ついて、権利者の事業パートナーから説明がなされ、市の提案についてもご紹介がされたと

伺っております。 

 市の提案、紹介というところで、どのようなニュアンスか、権利者全体にきちんと伝わっ

ているかというご質問でございますが、どのような資料で市の提案についてご説明された

のか、共有いただけておりませんが、基本的には自主建て替え案に関する説明が主な内容で

あったということで、紹介とさせていただきました。 

 ６月２７日の総会におきましても、説明会と同様の説明を行ったと伺っておりますが、権

利者全体には、いまだ、市の提案が必ずしも届いていないのではないかと認識をしておりま

す。 

 あと、６月２７日の総会におきましての議決でございます。 

 自主建て替えか、市提案の敷地売却事業か、まだ決定されていないという理解でいいのか、

また、総会への市の職員の出席でございますが、平成２６年１２月の臨時総会において、都

市再開発法に基づく市街地再開発事業による建て替え推進決議が決議されましたが、権利

者としましても、耐震性の不足や設備の老朽化など、差し迫った状況にあることなどから、

着実に建て替えが実現できるために、マンション建て替え等円滑化法に基づく建て替えの

決議をされるものであり、市の提案も同法に基づく敷地売却事業でありますことから、現在

の検討の方向性と整合を図るための決議と認識しております。あくまでも推進決議であり、

確定したものではないということでございます。 

 なお、総会には出席しておりません。 

 

○稲葉委員 詳細なご説明ありがとうございます。 

 ６月１日、２日の権利者説明会、それから２７日の総会、いずれにも市の職員さん、担当

課の方は入っておられなかったということでございました。 

 従前からですね、早く建て替えをしたいという強い要望があった中で、市から新たな案が

出されたところです。待ちに待った新提案ですので、当然、権利者の方々はその内容にとて

も関心を寄せられているんではないかなというふうに思います。そして、その内容は、市の

職員、担当課さんのほうから説明いただくのが一番いいのかなと思いますし、権利者の方々
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も、茨木市にですね、聞きたいことがたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。 

 しかし、今回どちらにも参加されておられなかったということなんですが、先方様に向け

て出席させていただきたい旨とか、あるいは説明させていただきたいということは、こちら

からは要望されたんでしょうか。その辺りのいきさつについて、教えてください。 

 それから６月１６日、市から文書を発出したということでございました。これは、どのよ

うな文書を何部、どなたに向けて発出したのか、改めて確認の意味を含めて、教えてくださ

い。 

 

○吉備市街地新生課長 説明会や総会への出席及び説明の要望でございます。 

 説明させていただきたい旨はお伝えしておりましたが、具体的な経済条件が出ていない

段階で権利者全体に説明させていただきますと、かえって混乱を招く恐れがあるというこ

とがございまして、改めて説明の機会を設けていただくこととなったところでございます。 

 ６月１６日付、市から発出いたしました文書の内容、宛先、部数でございますが、宛先と

いたしましては、ソシオ管理組合、建替え推進委員会等宛てに、内容といたしましては、令

和５年５月１６日のソシオ茨木建替え推進委員会において、マンション建替え等円滑化法

の敷地一括売却制度による定期借地手法を活用した整備案の概要について、ご説明させて

いただいたこと、同２９日に、市街地整備対策特別委員会において、市の想定負担額も含め

た同整備案について、ご報告させていただき、この度、改めて現時点の想定買受額を含めた

同案の概要について、提案させていただく旨の内容でございます。 

 権利者全体に配付されるよう、１３０部をお渡ししておりますが、権利者全体への配布は

いまだ行われていないというふうに承っております。 

 買受額の精度が上がった段階で説明の機会をいただけるということで伺っておりまして、

権利者幹部や建替え推進委員会との協議調整を踏まえて、権利者全体に市の提案について、

内容やメリット、デメリット等を含めてご説明させていただき、しっかりとご理解をいただ

いた上でご判断いただけるよう努めてまいりたいと考えております。 

 

○稲葉委員 茨木市から参加要望はしていただいてたということでしたね。どのような紹

介があったかは、ちょっと分からないということなんですけれども、これ大変重要な事項だ

と思いますので、またその場でね、いろいろなご意見、質問も出たのじゃないかなと推察い

たします。そういったご意見を把握しながら、次のステップへ進んでいくことが大事だと思

いますので、説明会や総会でどのような説明されたのかとか、そしてその場でどのような意

見が出たかとか、そこら辺また、しっかりご共有いただくように、また先方の方々にもご要

請をいただければなというふうに思います。 

 それから、６月１６日に公文書として１３０部お配りしているが、届いていないというか、

まだちょっと配る段階ではないということで、私は前回の特別委員会で、この市の新しい提

案を受けてですね、自主建て替え案より１年以上も早く進むかもしれない、それから床面積
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の割合や還元率もかなり大幅に増えると、これは権利者の方々にとってもメリットがある、

大きなメリットがある提案だというふうに感じています。議会で示された以上ですね、それ

は公になっているものでありますから、それから公文書も発出しているわけなので、普通に

考えると、権利者の方々からすればですね、茨木市から早く詳しい説明ですね、あるいは概

要だけでも聞きたいと思っておられるというふうに思うんですが、それがまだ実現できて

いないというのはなぜなのかなというところを、ちょっともう一度、詳しくご説明いただけ

ればと思います。 

 

○吉備市街地新生課長 権利者幹部の方々におかれましても、市の提案に対して様々なご

意見がございまして、必ずしも賛同が得られているという状況ではございません。まずは、

買受額の精度を上げて、権利者幹部や建替え推進委員会の方々に、大枠のご理解をいただい

た上で、権利者側の協力も得ながら、適切なタイミングで権利者全体に周知させていただく

機会を設けていただけるよう、今後とも協議・調整を図ってまいりたいと考えております。 

 

○稲葉委員 より精度の高い買受額が提示できたらということで理解をいたしました。 

 では、できるだけ早急にですね、市から説明できるような体制が取れるように努めていき

だきたいというふうに思います。 

 一方で、駅前の再々開発につきましてはですね、権利者の方々のみならず、これは茨木市

全体の課題だというふうに思います。茨木市がどういう考えを持っているのか、大変注目を

集めておりまして、そうしたお問合せもですね、駅前以外の方々からもたくさんいただいて

おります。こうして議会でその経過が明らかにされているわけですから、これは市民の皆様

にも知る権利があるというふうに思います。 

 現在の市の提案について、広く広報をしていくべきだと考えますが、いかがでしょうか。 

 

○吉備市街地新生課長 検討の状況や経過につきましては、適宜、情報をオープンにしなが

ら進めてまいりますが、ソシオ権利者との協議状況等も踏まえまして、方向性の見通しが立

った段階で、より広く周知してまいりたいと考えております。 

 

○稲葉委員 もう既にですね、公になっている部分に関しては、きちんと広報すべきだとい

うふうに思います。 

 その広報の方法につきましてはですね、例えばホームページに、この資料をですね、ＰＤ

Ｆとかでべたってリンクを貼り付けるのではなくですね、そのページを開いたら、きちんと

そこに分かりやすく説明が書いてあるような、新しい提案の中身も、あるいはその今の現況、

進捗度合いとかも、すぐ分かりやすい形で、そういうふうに記載していただきたいなという

ふうに思います。また、ほかにも、広報いばらきに掲載するとかですね、そういう方法もご

検討いただければなというふうに思います。 
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 また、一部ではですね、茨木市がこのマンション建て替えを遅らせているかのようなです

ね、茨木市のサボタージュがあるかのような宣伝しているようなものもあるやに聞いてお

ります。また、つい最近のことなんですけれども、実際にそういうふうに誤解されている

方々もいらっしゃいました。これ、本当に立ち話ではあったんですけれども、その方々に、

この５月２９日に提案された、市からの新しい提案をですね、私は口頭でさせていただいた

んですけど、やっぱり自分たちの理解と大分違っていたというふうに驚いておられました。 

 このようにですね、実際に市民の皆様の間にですね、誤解と言いますか、ちょっと間違っ

た認識というか、印象というか、そういったものが広がっているということが現実だと思い

ます。これでは、茨木市の説明責任がきちんと果たされているとは言えないというふうに私

は思います。 

 権利者の方々とのご協議ですね、また納得をしていただくということが、すごく、もちろ

ん大切だというふうにも思います。さらにですね、大事なことは、市民の皆様から頂いた税

金を民間マンション建築に投じることになるかもしれないというような特殊な状況下にお

いてですね、その税金の使途について、市民の皆様から共感を得ること、また、ご安心いた

だくことが、より大事なことではないかというふうに思います。 

 茨木のこの玄関口である茨木市、阪急茨木市駅前開発が、いたずらに政治利用だとか、選

挙利用されることのないように、しっかりと市として広報していくこと、これも茨木市の説

明責任の一部ではないかと思います。 

 市としては、協議が一定見通しが立ってからというふうにお考えのようですけれども、決

まった結論を単にお知らせするのでいいのかなと、それだけでいいのかなというふうに思

います。市としては、これこれという提案をして、現段階ではこのような検討段階にありま

すと、そういった過程、経過、そういったことも、しっかりお知らせすることが大切だとい

うふうに私は考えます。 

 いずれにしても、茨木市が説明責任を果たしていくということにおいて、それぞれの両駅

前の開発がその権利者の方々のみならず、茨木市全体の課題であるということを十分踏ま

えた対応をしていただくよう要望して、私の質問を終わります。 

 

○青木委員長 他に発言なさる方はございませんか。 

 

○萩原委員 では、私のほうから何点か質問させていただこうと思います。 

 まず、阪急茨木市駅の西口駅前周辺整備について、お聞きします。 

 今、稲葉委員からもちょっと質問があった中で、ソシオの管理組合の総会には市の職員の

方は出席していなかったということでしたけれども、もし把握されているのであればです

ね、このソシオ管理組合総会の中の皆さんの声とか、決議に関しては賛成で可決されてると

いうことだったと思いますが、どれぐらいの賛成で、また、どのような意見が聞こえてきた

のかというところを把握されているのであれば、まずはお示しください。 
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○吉備市街地新生課長 市は総会に出席しておりませんので、詳細の部分につきましては

分かりかねるところでございますが、市の提案につきましてもしっかりと比較した上で判

断すべきというご意見があったと、漏れ聞いておるところでございます。 

 あと、可決されたこの総会での議案ですけれども、賛成の率は約８割とお伺いしておりま

す。 

 

○萩原委員 市のその提案というのも検討すべきみたいな声があったということでしたが、

その市提案に関するところというのは、一定評価している声があったのか、それとも内容が

よく分からないから、確認したい、そういう意味でおっしゃってたのかとか、そこまで把握

されているでしょうか。 

 お願いします。 

 

○吉備市街地新生課長 市の提案の内容について、どこまでご理解いただけていた上での

ご発言だったかというのは、そこまではちょっと把握しておるところではございません。 

 

○萩原委員 はい、分かりました。 

 ぜひですね、今後説明をされていく中で把握されていくとは思いますので、皆さんの声を

ぜひ把握していただきたいなと思っております。 

 あと、今回、結果として、すみません、ちょっと稲葉委員のところの繰り返しにはなると

は思うんですけれども、今回、可決は、建て替えの事業手法を、マンション建替え円滑法に

よる自主建て替えとすることが承認されたということで、市の提案しているものというの

はあくまで付帯決議にすぎないと理解はしております。付帯決議というのは、あくまで希望

意見として付される意見でしかなく、法律とか、条約を拘束することはできないと理解はし

ているんですけれども、その付帯決議に関する私の理解ですね、それは、今、理解している

とおりで相違ないのか、確認させてください。 

 

○吉備市街地新生課長 先ほど、稲葉委員のほうにお答えさせていただきましたとおり、今

回の議決案件につきましては、もともと、都市再開発法に基づく市街地再開発事業による建

て替え推進が決議されていたと。今回、マンション建替えの円滑化法に基づく建て替え推進

の決議をされたというところで、検討の方向性の整合を図るための議決であると、我々とし

ては認識しております。また、付帯決議にも、市からの提案につきましても、適宜情報を共

有しながら検討するというような一文がございますので、我々としては自主建て替えに決

定されたものではなくて、今後とも、ソシオ権利者の皆様と協力して検討を進めていけると

いうふうに考えております。 
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○萩原委員 その理解に関しては、検討はされるということだとは思いますが、あくまで付

帯決議っていうところとされた意図というのを、今のおっしゃるとおりであれば、どちらか

で進めるという決議にすべきところが、付帯決議となってるというところは、ぜひ、その意

味というのを考えられたほうがいいのかなという気はしております。 

 あと、先ほどの中で、説明のところでも買取額の精度向上というところの話が、何度か出

てきてたと思うんですけど、この買取額の精度向上に関しては、不動産鑑定の評価というと

ころをされているというところですが、これは、複数業者に依頼してやられているのか、病

院のほうは確か１者しかしてなくて、それがどうだっていう話はさせていただいたと思い

ますが、今回はそのようなことがないのか。そして、その複数業者に仮に依頼したのであれ

ば、その会社に依頼したのは、基準みたいなのはどうやって作っていったのかなというとこ

ろをお示しください。 

 お願いします。 

 

○吉備市街地新生課長 土地鑑定評価につきましては、２者に今回依頼させていただいて

おります。 

 その鑑定業者を選定いたしました条件につきましては、業者登録のある鑑定業者の中か

ら、会社の実績や規模等を考慮して依頼しております。 

 

○萩原委員 一定、規模があるところの２者に依頼した、それで公平性というのを確保され

ているのかなと理解をいたしました。 

 これにかかっている費用というのはどれぐらいなのかなと、追加補正とかはまだないと

思ってるんですけれども、どの程度の費用がかかっているのかも、お示しください。 

 

○吉備市街地新生課長 費用の支払いにつきましては、業務が完了してからとなりますの

で、まだ行われておりません。鑑定評価額に応じて、評価の報酬が決まってまいりますので、

金額のほうが確定しておらないというところでございます。 

 

○萩原委員 金額確定していないという形ですけど、これ青天井で追加したわけではない

と思うんですけれども、それが読めないうちに発注するというのはなかなかあり得ないと

思ってしまうんですが、読めない、金額がどれぐらいかも分からないっていう今の回答、ど

うなのかなと考えますが、お答えください。 

 

○吉備市街地新生課長 金額の想定でございます。 

 数百万程度かかる見込みはさせていただいておりまして、単価契約のため、どの業者に発

注しても金額は変わらないということになっております。 
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○萩原委員 分かりました。ありがとうございます。 

 数百万円程度、コストはかけていると、かける予定と、数百万円で、１，０００万円いく

ことはないということですね。分かりました。 

 あとですね、ちょっと今後の進め方のところで今入ってるところではあるんですけれど

も、今後の方向性、基本計画案の修正、更新というところで、駅前周辺整備における考え方

を整理するとありますが、具体的には、どの程度、考え方というところで整理していくのか、

その射程はどの程度のものなのかというので、今ここで出てるところというのは、あくまで

もともとあった、大きな、西口全体の中から、一部範囲を限定しての話が今、市提案として

いろいろ出てきていますけれども、それだけじゃなく、全体、西口の駐車場のほう、そこら

辺のところも含めた考え方の整理がされる予定で、あとそのいつまでされるという、タイム

スケジュール的なところは、ちょっとこの修正・更新のところというのは出ていないんです

けれども、どれぐらいのタイミングでやられるのかなというところ、今、示せるのであれば、

お示しいただきたいなと思います。 

 

○吉備市街地新生課長 検討の範囲と内容につきましては、自主建て替えか、市提案か、関

係なく、駅前ビルや駅前広場等を含む駅周辺における駅前の在り方について、お示しする必

要があると考えております。 

 タイミングにつきましては、今後の検討の進捗を踏まえつつ、協議会を開催いたしまして、

有識者や交通事業者及び市民委員等からのご意見を伺いながら、基本計画案の修正、更新を

進めてまいりたいと考えております。 

 

○萩原委員 西口全体を検討範囲にして、ただ、タイミング、いつぐらいにそれを示してい

ただけるかというのは、ちょっと分からないというご回答だったと思います。分かりました。

ありがとうございます。 

 今、市提案か、自主建て替え案かというところで、地権者の方、自主建て替え案、基本に

やるとしてもですね、進められていますが、結果として、自主建て替え案を採択された場合

であってもですね、市としては、その中で、市提案、受け入れられなかったからといって、

それでおしまいというわけではなくてですね、適宜、地権者の方の意思というのを尊重した

上で、市として協力できること、まちづくりに対して一緒にやっていけるところみたいなと

ころは協力していくべきだと考えているんですけれども、そこら辺の市の考え方というの

をお示しいただければと思います。 

 

○吉備市街地新生課長 仮に、自主建て替え案で進むとなったといたしましても、魅力ある

都市空間の創出や、商業機能の充実等が図られるよう、協議・調整に努めてまいりたいと考

えております。 
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○萩原委員 承知しました。 

 ぜひ、どちらを選ばれるかというところは、今後の話だとは思いますけれども、公共性が

高い場所ではありますので、ぜひ協力というのはしていっていただければと思います。 

 あと、最後、すみません。参考資料に関して、お聞きいたします。 

 この参考資料の見え方っていうと、私、非常に問題があるんじゃないのかなって思ってい

まして、もともと市提案と自主建て替え案で、前提とする権利っていうのが、定期借地権と

所有権で違うものであるので、違うものに対して同じように、従来の床価格で取得できる面

積の割合、還元率というのは、当然、定期借地権のほうが価値が低いものなので、広くなる

のは当たり前でしかないところをですね、床面積が広くなりますよって見せてるっていう

のは、何か変な意図を感じてしまうんですけれども、ちょっとミスリードというか、誤解を

招く文章、数字の出し方かなと思いますが、そこら辺、所有権、定期借地権、時価が違う、

その点について注釈とか入れるべきじゃないのかなと思ってるんですが、上のそれが括弧

の定期借地建物と書いてあるところで表現されていますという意味なのか、どうなのかっ

ていうところをちょっと、お考えを示していただきたいなと思います。 

 

○吉備市街地新生課長 それぞれ手法が違うところは資料にも記載させていただいており

ますけれども、今後、精度を上げた上で、権利者の方々に説明する際は、誤解や遺漏のない

ように、しっかりとご説明させていただきたいと考えております。 

 

○萩原委員 ぜひ、そのような形で、誤解なきようにしていただきたいなと。 

 あと、その関係でもう一つ、お願いというか、確認なんですけれども、着工までに要する

期間が今、市提案が、前は２年だったのが、約２年から２年半というところ、示していただ

きました。自主建て替え案に関しては、約３年半という形で今、示されていますが、ある意

味、権利者の方っていうのは、基本的には自主建て替え案を進めますとしているので、検討

というのはもう既に始まっている、事業というのは進んでいる中で、３年半、現在の市提案

の場合はまだどうなるか分からない中で、スタートは切ってない中で、２年から２年半とな

っているので、時間軸のスタートが異なるもんだと私は思っているんですが、約３年半、最

短で当初の決議どおり、自主建て替え案でいったとしたら、２０２６年の１２月から工事着

工可能と想定しているものじゃないのかなとは思うんですが、この時間軸が違う点につい

ては、どう考えられているのか、お示しいただければと思います。 

 

○吉備市街地新生課長 権利者のほうから資料をご提示いただきました自主建て替え案に

おきましては、令和８年末頃の着工予定と伺っております。 

 市の提案による敷地売却案につきましては、仮に令和５年度中に推進の方向性が出たと

仮定いたしまして、最短で令和７年１０月頃の着工と見込んでおりまして、説明に当たりま

しては、前提状況を明確にした上で正確な情報を提供するように留意してまいりたいと考
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えております。 

 

○萩原委員 自主建て替えのほうは令和８年末なので、今が５年なので、今、私が足し算し

て２０２６年っていうことだと思います。 

 あと、市提案という意味では、令和５年度中に実行された場合、令和５年度って、今、進

行してると思うんですけど、管理総合組合の総会、あと、１０月頃いろいろ提示して、そこ

から進めていくという中で、今のおっしゃっている令和５年度中の議決が行われるって、な

かなか想定しにくいなと思うんですが、その点については、ぜひ今おっしゃったような形で、

比較表のところでは誤解ないように示していきたいということなので、そこのところは、適

宜示してもらうことをお願いしますし、ただ、今言ったとおり、この表現っていうのは、最

短想定っていうのは、２年半、なかなか誤解を招くんじゃないのかなという点は、指摘させ

ていただきます。 

 あと、市負担額ですね。 

 今後、基本計画の周辺整備の基本的な考え方の中でっていうところはあるとは思うんで

すけど、もともとこの西口の開発、どうしていくのかっていう全体の話をしていて、今、現

状では、民間の駅前のマンションを単純に買い取りますよと、市の所有物にしますよという

ところ、全体の中の一部の話しかできてなくて、当初、市が提案された案を引っ込めたとこ

ですね、公金投入のバランスの話であるとか、駐車場の問題であるとか、そこら辺の費用感

の問題というところのお話に対しては、答えっていうのは、結局、幾らお金がかかるのかっ

ていうのは全体で見えない中で、この５０億円から７０億円が、精度を上げていくにせよ、

いいのか悪いのかっていうのが賛同し難い、判断が現状だと、全体の話をしないといけない

のに、一部の話だけ数字が一人歩きしているように見えるので、そこのところもですね、ち

ょっと先ほどお聞きして、考え方については、時期は読めないけど示していくっていうとこ

ろはあると思うんですが、既に想定されている金額、西口全体で整備にどれぐらいかかるの

かっていうところも、ぜひ、早期に提示していただきたいと、これは要望させていただきま

す。 

 あと、最後、結局、市提案なのか、自主建て替え案なのか、議会でどう考えるのかってい

うのは、やはり自主建て替え案についての詳細な理解というのも必要だと思っております。

今のところ、自主建て替え案に関しては、ここで指し示していただいているもの以上のもの

が見えてきていないんですけれども、ぜひ、自主建て替え案というのは情報をアップデート

していただいてますけれども、また特別委員会とか各種委員会で、地権者の方がどういう形

で話を進めているのかっていうところも併せて、示していだたけるよう、この点についても

要望させていただきます。 

 阪急茨木市駅西口駅前周辺整備についての質問は以上です。 

 ２つ目がＪＲ茨木西口駅前周辺整備のところで、この中の今後の予定っていうところ、こ

こについて、少し確認させていただきたいなと思っております。 
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（略） 

 

○青木委員長 他に発言なさる方はございませんか。 

 

○上田委員 私からは大きく３つです。 

 まず１つ目ですね、阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について、順次お聞きいたします。 

 令和５年６月２７日のソシオ管理組合総会の決議を受けて、現在どのような認識をお持

ちか、改めてお聞かせください。 

 

○吉備市街地新生課長 平成２６年１２月の臨時総会において、都市再開発法に基づく市

街地再開発事業による建て替え推進が決議されましたが、権利者といたしましても耐震性

の不足や設備の老朽化など、差し迫った状況にあることから、確実に建て替えを実現するた

め、マンション建替え等円滑化法に基づく建て替え推進を決議されるものであり、市の提案

も同法に基づく敷地売却制度であることから、現在の検討の方向性との整合を図るための

決議と認識しております。付帯決議にも、事業手法は市から提案されたマンション建替え等

の円滑化に関する法律に基づく敷地売却事業に関しても、適宜、市と情報を共有しながら検

討することとございますことから、今後ともソシオ権利者の皆様と協力しながら、検討を進

めてまいりたいと考えております。 

 

○上田委員 今後とも、市としてはソシオ権利者と協力して検討を進めてまいりますとい

うことで、前向きなスタンスでこれまでどおり、合意を目指して進めていかれるんだなとい

うふうに認識をいたしました。 

 と同時にですね、市提案の敷地売却案がきちんと理解してもらえるために、前回の委員会

でも質問したんですけども、より一層、ちゃんと伝わっているかということが大事になると

いうふうに思っております。 

 敷地の売却案についてですね、約１３０人の地権者全員に十分理解してもらう、説明する

機会が重要等、この期に及んでも思っております。私は、この説明プロセスを、前回の質問

では民主的な手続と言いましたし、事業を進める上で、本当に決断する際には十分な理解を

した上でという意味で、大事なプロセスだと考えています。 

 この点について、提案内容を市が直接説明し、十分に理解してもらえる機会があったかど

うか、ちょっと稲葉委員の質問とも重なるんですけど、また、今後そういう機会を確保でき

るかどうかを、重ねてになりますが、お聞かせください。 

 

○吉備市街地新生課長 令和５年５月１６日に開催されましたソシオ建替え推進委員会に

おきまして、市からの提案について概要をご説明させていただきました。 

 以降の権利者説明会や総会におきましては、市から直接説明する機会はございませんで
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したが、今後は買受額の精度が上がった段階で、権利者全体の方々に向けた説明会の機会を

設けていただけるということで伺っております。 

 

○上田委員 最終的には説明の機会を設けてもらえるということで認識しているというこ

とで、確認ができました。 

 本当、結論はどっちになろうともですね、しっかりと十分に地権者全員がですね、合理的

に判断ができるように、そういう環境をつくっていただきたいと思います。全員に同じよう

にそういう機会を持っていただきたい。 

 同時に、その場合、公金が投入される案が実現されるということになろうわけですから、

一般の市民の方々にも、こういうことが行われているということも同時に知っていただけ

ると。そういうオープンなプロセスの中で、この事業が進んでいくことを期待し、要望いた

します。 

 続いて、２点目にまいります。 

 ＪＲの茨木駅西口駅前周辺の整備について、順次、お伺いいたします。 

（略） 

 

○上田委員 最後に、阪急とＪＲ両方の駅前の再々開発について、総論的な質問というか、

確認をさせていただきたいんですけど、やっぱりその駅前のことを考えると、５０年ぐらい

前に電車が、もっと前に電車が通って、茨木に２つの駅ができて、高度経済成長期に駅前が

できて、ばっと駅ができました、駅前豊かになりました、５０年たちました、２０００年に

なりました、駅前が今寂れてます、どないしょう。駅前動かさなあかん。事業採算性大事、

はよせなあかん、そらそうなんですけど。でも、今度駅前触ったら、５０年先までも続きま

す。だから、公共が関わる、我々、公からそういう議論を喚起せなあかん、そういう発想か

らすると、短期的、事業採算性、スピード感、当然大事なんですけど、それ以外の５０年後

の市民のこともやっぱり議論、ここでしいひんと、私は、あんまり十分じゃないと思ってま

す。 

 せっかく駅前触るんやったら、ほかのこの沿線上にある似たような駅前と同じ駅前にな

るのって、面白くないなと思ってまして、何か、もっとこう新しい駅前の形を目指したいし、

同時にその中に入るコンテンツというのは、新しい時代にふさわしいコンテンツを入れる

ために、みんなで協力しながら、その道を模索したいという考えで、今まで駅前について発

言してきました。 

 この辺りの総論についての見解を、改めて最後にご確認したいのと、もう一つは、やっぱ

りＪＲのところで、阪急もそうなんですけど、駅前に緑地帯ってすごいべたなんですけど、

めちゃめちゃ大事な要素やと思ってます。めっちゃ暑いじゃないですか。この暑いときに木

陰っていうのは、すごい大きい、思った以上に大きい財産やと思ってます。ただ、公共の街

路樹っていうのは、賛否両論があったり、枯れ葉が邪魔やから枝切れとかっていろんな議論
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があって、なかなか街路樹というのをどうするっていう議論っていうのは難しいところあ

るんですが、２１世紀というか、温暖化時代の中で、夏が暑くなって、緑の中で街路樹の中

で、駅前に滞留する空間があるっていう方向性を持つっていうことは、非常に大きい価値だ

と思ってます。活動が風景になる駅前になると、私は思ってます。 

 そういう議論を、メリットもデメリットも含めて議論する中で、駅前の在り方を検討して

いっていただきたいという総論的な発想について、最終ですね、ご感想、ご意見をお伺いし

たいと思います。 

 

○秋元都市整備部長 駅前の価値といいますか、そういうところについてですけども、現在

の駅前は、昭和４５年当時の再整備の際に、万博の開催に合わせまして、バスロータリーの

整備であるとか、建物の耐火、安全性という形で、そういう形がしっかり整備ができ価値あ

るものと捉えておりますが、今後の駅前の価値ということを捉えますと、行政の使命としま

しては、持続可能な活力あるまちをつくりたいと思っております。そのためには、住んでも

らえるということですけども、人口減少が避けられない中にありまして、本市は地方創生戦

略におきましても、まちのために活動する人たち、いわゆる活動人口の割合を、人口が減る

中で増やしたいと。そういうことを確保していくことを掲げております。 

 それには、この駅前、本市の中心市街地における２コア１パークという立地特性を生かし

た駅前ですけども、まずはその中心にある完成間近のおにクル、ここでの共創の場という形

の動きを面的に広げていく形で、この２コアである両駅前にも発揮させていきたいと思っ

ております。 

 駅前が安全性だけではなくて、人々の活動が生まれる、歩いて楽しい人中心の魅力ある都

市空間になるという場にしたいと認識しておりまして、したがいまして、駅前は、やはりま

ちの持続可能な活力あるまちづくりの拠点として、または、まちが更新されていきますので、

更新性も踏まえたものとして、まちの価値を高める機能を果たすものと認識しております。 

 緑地につきましても、やはり、みちクルという駅前を両方つなぐ議論の中でも、そこを歩

きたくなる空間という形で捉えておりますので、２コア１パークの中で緑地の価値という

ものにつきましても、十分検討してまいりたいと思っております。 

 

○青木委員長 他に発言なさる方はございませんか。 

 

○坂口委員 それでは、何点か質問させていただきます。 

 まず初めに、阪急の西口駅前周辺整備についてですけれども、５月２９日のこの特別委員

会でも最初に触れさせていただきましたけども、官民の難しさ、また、この委員会のありよ

うについても、少し感想を述べさせていただきましたけれども、今回、５月１６日からです

けれども、流れについて、今回資料をご提示をしていただいておりますけれども、私は読み

方が不足してるんかも分かりませんけれども、本当に今回の市の提案については、協議する、
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提案するタイミングといいますか、タイミングと、それにふさわしい内容なのかということ

について、私は少し疑問を持ってるんですけれども、どういうことかといいますと、協議を

してもらう案を、提案を市のほうがしてるのか、あるいは、市のほうが交渉事として、市と

ソシオ側の皆さんとの交渉事としての提案をしているのかっていうふうな読み方を、私は

してしまっておりまして、その点について、今回は付帯決議事項ということですけれども、

そこで１点確認をさせていただきたいんですけど、「２．今後の流れ」の、決議全文の②の

ところ、赤で示されておりますけれども、最後に、「適宜、市と情報を共有しながら検討す

ること」というふうに決議をされたということですけれども、これは、市のほうはどのよう

に、この文章に、決議文を解釈されているのかということを１点、まず初めに確認をさせて

ください。 

 

○吉備市街地新生課長 今回、これまでソシオの権利者の皆様とご協議を進めてまいりま

したわけではございますけれども、その協議の内容につきましては、市の提案、市があるべ

き姿としての提案を、交渉事ということではなくて、そういった提案をさせていただいたも

のでございます。 

 先ほどもお答えさせていただいたところではございますが、付帯決議という形にはなっ

てございますが、引き続き、ご協議はいただけるというところでございますので、我々とし

ては、その言葉をそのまま受け止めさせていただきまして、今後とも、誠実にご協議させて

いただきたいというふうに考えております。 

 

○坂口委員 ご答弁も重複している部分もあるんですけれども、ちょっとご容赦いただき

たいんですけれども、今までも基本計画案につきまして質問しますと、向こうのソシオの事

業者さん、権利者さん、皆さん方とも協議をしながら、特別委員会でも様々な審議させてい

ただいたんですけれどもね、ゼロベースに戻したんではなくて、よりいいものに積み上げて

いくという認識で、スタートを切ったと思うんですよね。 

 そういう意味では、その自主建て替え案が出てくるまでに、ソシオの皆さん方も、いろん

な議論がなされてきたと思うんですよね。そうした議論がなされる中で、向こうの権利者の

皆さん方の課題もいろいろ様々あったかと思うんですよね。そうした課題に対して、市はど

のような協力ができるのかという、提案ができるのかということを、まず示していくという

ことが、私は必要であったんではないかというふうに思うんですけれども、この自主建て替

え案に対して、今回の市提案は、私からしたら、もういきなり感があるな、唐突かなという

気がするんです。 

 ですから、この唐突感を埋める作業というのはされてると思うんですよね。されてると思

うんですけれども、それが、なかなか我々には伝わってこないと、見えてこないと。だから、

いきなりこの建て替え案、市の提案が、事業者の皆さん、向こうに伝わっていって、付帯決

議という形で皆さん方はもう処理せな仕方がなかったというような。先ほど、協議と交渉と
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言いましたけども、交渉の材料に使ってしまっているような、出し方としてね、タイミング

としては、そんな印象を私は受けるんですけども、この自主建て替え案に対してといいます

か、ソシオ側の課題に対して、市は、この市の提案は、どのような課題認識をして提案をさ

れたのかということを、もう一度ここで確認をさせていただけますでしょうか。 

 

○吉備市街地新生課長 先ほどお話ありましたように、唐突感というところではございま

すが、早期に方向性をお示ししていくというところが必要でございましたので、ちょっとス

ピード的には検討をする時間、ご理解いただく時間がなかなかとれなかったというところ

は事実のところかと思います。 

 今後とも、ソシオの権利者の皆様が、お持ちになっている課題につきましては、寄り添え

るような対応を図ってまいりたいと、市としては考えておるところでございます。 

 

○秋元都市整備部長 少し補足させていただきますけども、協議の時間ということですけ

ど、昨年の５月に前の案を見直しますという形で、共によりよい駅前をつくっていきましょ

うという形で整理いたしまして、推進委員会のほうとも一緒に考えようということになり

ました。 

 その経過としまして、やはりゼロベースからと言いましたけど、何かいろんな案を持ち寄

るといいますか、考えましょうという話だったんですけども、なかなかですね、やはりソシ

オ権利者のほうにつきましては、高層住宅案という形がセットされた案というものがこの

資料の中に出てきまして、市としては、やはりそれではちょっとなかなか進めませんよとい

う中で、じゃあ今度、市のほうから案を提案しましょうということになり、そこが少し時間

かかっております。その案が今ブラッシュアップされていった中での今の案が、今の敷売の

案という形になっております。 

 その中で、目標とするものは、途中でも捉えておりまして、まずは何よりも早期かつ早く

やりたいと、事業を早くしましょうということです。もう一つは、後世によい駅前を残した

いという形、共感を得れるものにしたいということと、あとはもう一つ、費用負担のバラン

スと、やはり経済性ということでありまして、権利者の方には、損といいますか、確保され

る案ということ、その辺のところ３つを満たす案として、ブラッシュアップしてきたところ

でありますので、今はまだ途中ですけども、さらに精度を上げたいと思っています。 

 

○坂口委員 一定の考え方を整理ができるご答弁やったかなというふうに、今理解をして

おります。 

 今、お示しをしていただきましたけれども、この委員会はね、要は、市とソシオ側の皆さ

んとの協議の内容を報告を受ける特別委員会だけではないと思うんですよね。先ほど、上田

委員が述べられましたけれども、私たちは、この参考資料を見せてもらってね、要はどこを

見ていくかというたら、この定期借地により将来の建て替え担保、あっ、ここは大きいポイ
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ントになるかなとか、市のその負担額が５５億から７０億円となるっていう、その金額の面

をやっぱり見るんですよね。金額を見て、向こうの地権者の皆さん、権利者の皆さんがどう

いうふうに反応、判断しはるんかなっていう、そのやり取りがどういうふうに進んでいくか

っていうふうに、ことを見るんですけれども。 

 ここにイメージ図ってこう示されてますけれども、私も、たったこんだけのイメージしか

我々には示されてないのかと。我々が判断していく、この事業を前に進めていこうとすると

きに、このイメージというのはもっと大切になってくるんではないかと思うんですよね。前

回の資料にはイメージ出されましたけれども、常にやっぱりこのイメージが基になって、こ

の特別委員会は議論をし、前に進んでいくんではないかと思うんです。 

 ですから、ここにオープンスペース書かれてます。高さについても４３メートル書かれて

ます。４３メートルのその上に破線で書かれてます。これもヒアリングで聞かせていただき

ました。何でこの、実線と破線、違い何ですかって書かせてもらいましたけども、連絡デッ

キがあって、先ほどありましたけど、魅力ある都市空間づくりということで、前回も写真、

図面、示してもらいましたけれどもね、どんなまちづくりをやっていくのかということが、

非常に私は大事になってくると思いますので、このイメージ図ありますけれども、今後、ど

のようにイメージを具体化をしていくんかというスケジュールについて、過程で論点ずれ

るかも分からないんですけれどもね、今回のその委員会の、だけども、私は、この特別委員

会に在籍させていただいて、このイメージ図がどのように進化していくんかと、また今、現

実にこれ以上の進化したイメージ図を持っておられるのかということについて、ちょっと

確認をさせてください。 

 

○吉備市街地新生課長 高さだけではなくて、イメージをより具体化してまいりたいと、

我々としても考えておるところでございますが、詳細な絵につきましては、市の提案が受け

入れられたとした場合につきましては、事業者公募を経て、具体的な絵柄が上がってくると

いうところになってまいります。とはいえ、イメージがないところでのご同意というのもい

ただけないかと思いますので、皆様にご理解いただけるような資料の作成を、これからも努

めてまいりたいと考えております。 

 

○福岡市長 補足をさせていただきますと、今回の特別委員会におきまして、阪急茨木市駅

の西口駅前周辺整備について、ご説明の趣旨としましては、特に力点を置いてますのが、前

回の特別委員会におきまして、市が一定提案する案についてを詳細ご説明をさせていただ

いたと、こちら側は理解、認識しておりまして、その案をソシオの権利者の皆様にご提示を

したという、前回の特別委員会を受けて、その後、手続的にどうなったのかというところに

ついて、特に説明をさせていただこうというふうに、そちらのほうに重きを置いております。 

 今後につきましても、今回につきましても、絶えず市の提案、あるいは自主建て替え案、

双方につきまして、絶えず案の詳細というものがどうなのかというところを、資料としてつ
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けなければならないのかどうかという点につきましては、また、今後、委員長ともご協議を

させていただきながら、資料を準備させていただきたいと思います。 

 

○坂口委員 市長ご答弁いただきましたけども、そのとおりなんですけれどもね、分かって

はおるんですけれども、この特別委員会がね、ずっと同じテーマについて議論をされ、委員

のメンバーも替わってますけれども、私もずっとこの委員会に所属させていただいており

ましてね、やはりこのまちづくり、おにクルももう完成しますけれども、このまちの駅周辺

が、非常にやっぱり、私は茨木市の大きな課題であると、逆にといいますか、市長の大きな

使命の一つであるというふうに私は感じておりますので、ぜひともそうしたイメージを示

していただきたいと、そういう今回は趣旨ではないということでございますけれども、まち

づくりにかける市長の市のやっぱり意気込みというものが感じられるような委員会にして

いただければという思いで、今日は質問させていただきました。 

 この駅周辺については以上でございます。 

 あと、ＪＲのほうですけれども、１点だけ。 

（略） 

 

○青木委員長 他に発言なさる方はございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○青木委員長 以上で、「阪急茨木市駅西口駅前周辺整備について」、「ＪＲ茨木駅西口駅前

周辺整備について」及び「中心市街地活性化に関する取組について」の協議を終わります。 

 以上をもって、本日の特別委員会を散会いたします。 

    （午後２時４９分 散会） 


